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(57)【要約】
【課題】取引内容を外国語で表示する外国語モードによ
る取引きであっても、取引内容を利用者の母国語で表示
することが可能であり、特に、高齢者による還付金詐欺
被害の対策として有効な、表示条件判定装置および取引
確認システムを提供する。
【解決手段】表示条件判定装置（表示条件判定サーバ４
）が、表示条件判定サーバ４に予め記憶された条件と、
自動取引装置１を操作する利用者の個人情報とから、条
件判定を行う。例えば「振込取引を選択した顧客の年齢
が６０歳以上であること」を条件に条件判定を行い、利
用者の個人情報が条件を満たした場合に、表示条件判定
サーバ４は表示可情報（母国語表記フラグ）を送信する
。そして、自動取引装置１は、外国語モードでの取引確
認画面に、取引内容が外国語で表された取引確認情報と
、取引後の預金残高および取引内容が母国語で表された
取引確認情報とを併せて表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動取引装置と、前記自動取引装置からの指示に応じて取引処理を行う取引処理装置と
は専用回線を介して接続され、利用者が前記自動取引装置を操作して選択した取引選択情
報を受信する表示条件判定装置であって、
　前記取引処理装置を有する金融機関に口座を持つすべての顧客の顧客個人情報と、前記
自動取引装置に特別な取引確認画面を表示するための表示条件情報とを記憶する条件記憶
部と、
　前記自動取引装置から前記顧客個人情報を一意に特定する顧客特定情報を受信し、前記
顧客特定情報により特定される前記利用者の利用者個人情報が、前記表示条件情報を満た
すか否かを判定する条件判定部と、
　前記条件判定部により、前記表示条件情報を満たすと判定された場合、前記自動取引装
置が前記特別な取引確認画面を表示することを可能にする表示可情報を前記自動取引装置
に送信する判定結果送信部と、
　を備えたことを特徴とする表示条件判定装置。
【請求項２】
　前記利用者が前記自動取引装置を操作して選択した取引選択情報は、外国語で表示され
る振込取引であり、
　前記特別な取引確認画面は、振込取引後の預金残高および振込取引内容が母国語で表さ
れた振込取引確認情報が表示された画面であることを特徴とする請求項１に記載された表
示条件判定装置。
【請求項３】
　前記利用者が前記自動取引装置を操作して選択した取引選択情報は、外国語で表示され
る振込取引であり、
　前記特別な取引確認画面は、振込取引内容が外国語で表された振込取引確認情報と、振
込取引後の預金残高および振込取引内容が母国語で表された振込取引確認情報とが併せて
表示された画面であることを特徴とする請求項１に記載された表示条件判定装置。
【請求項４】
　前記表示条件情報は、前記利用者の年齢が、所定の年齢以上であることを条件とするこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載された表示条件判定装置。
【請求項５】
　前記表示条件情報は、前記利用者の第一言語が母国語であることを条件とすることを特
徴とする請求項２または請求項３に記載された表示条件判定装置。
【請求項６】
　自動取引装置からの指示に応じて取引処理を行う取引処理部と、
　利用者が前記自動取引装置を操作して選択した取引選択情報を受信し、前記取引処理部
を有する金融機関に口座を持つすべての顧客の顧客個人情報と、前記自動取引装置に特別
な取引確認画面を表示するための表示条件情報とが記憶され、前記自動取引装置から前記
顧客個人情報を一意に特定する顧客特定情報を受信し、前記顧客特定情報により特定され
る前記利用者の利用者個人情報が、前記表示条件情報を満たすか否かを判定し、判定の結
果、前記表示条件情報を満たす場合に、前記自動取引装置が前記特別な取引確認画面を表
示することを可能にする表示可情報を前記自動取引装置に送信する表示条件判定部と、
　前記自動取引装置は、前記表示可情報を受信し、前記特別な取引確認画面を表示するこ
とを特徴とする取引確認システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、銀行などの金融機関で振込取引を行う際に用いて好適な、表示条件
判定装置および取引確認システムに関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　例えば、銀行などの金融機関、コンビニエンスストアなどに設置されている自動取引装
置は、設置された国の言語（母国語）による取引画面の表示や音声ガイダンスでの取引案
内を行い、顧客（利用者）から取引指示を受け付け、取引口座への入出金、振込、残高照
会などの各種金融取引きを行うことができる。
　また、取引案内をバイリンガルで行うことができる自動取引装置が普及している。この
自動取引装置によれば、利用者は取引画面で「外国語モード」を選択して取引きを行うこ
とで、取引きに係る画面のすべてが外国語で表示される。これにより、外国人であっても
自動取引装置を利用して取引操作を円滑に行うことができる。
【０００３】
　また、顧客（利用者）が操作中に自動取引装置にて障害が発生した場合、障害内容を外
国語と母国語（日本語）との２ヶ国語で画面に表示することにより、外国人でも障害内容
を確認することができる顧客サービスの向上を図った自動取引装置が開示されている（例
えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平６－２８２７２６号公報（段落［０００５］、図７）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一方で、最近、高まる年金不安などを背景に、その年金をネタにした犯罪である「還付
金詐欺」が横行している。還付金詐欺は、税金や年金の還付金を高齢者にもちかけて、自
動取引装置を操作させ、言葉巧みに金を振り込ませる詐欺手法である。
　例えば、加害者は税務署や社会保険事務所などの職員を装い、被害者に対して「税金の
還付がある」「年金の還付がある」と偽り、携帯電話で指示して自動取引装置の操作をさ
せる。ここで、加害者は最初に自動取引装置の表示を外国語モードに切り替えさせてから
その後の操作を被害者に指示する。そのため、操作している内容を理解できない被害者（
特に高齢者）は、税金の還付を受けるつもりで操作しているが、実は振込みの操作を行っ
ており、操作後（振込後）に預金残高が減少していることを知り、被害が発覚していたも
のである。
【０００５】
　本発明は前記した課題を解決するためのものであり、外国語による取引きを行っても、
取引内容を利用者の母国語で確認することを可能にするものである。特に、高齢者による
還付金詐欺被害の対策として有効な、表示条件判定装置および取引確認システムを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するために、本発明の表示条件判定装置は、自動取引装置と、前記自動
取引装置からの指示に応じて取引処理を行う取引処理装置とが、専用回線を介して接続さ
れ、利用者が前記自動取引装置を操作して選択した取引選択情報を受信する表示条件判定
装置であって、前記取引処理装置を有する金融機関に口座を持つすべての顧客の顧客個人
情報と、前記自動取引装置に特別な取引確認画面を表示するための表示条件情報とを記憶
する条件記憶部と、前記自動取引装置から前記顧客個人情報を一意に特定する顧客特定情
報を受信し、前記顧客特定情報により特定される前記利用者の利用者個人情報が、前記表
示条件情報を満たすか否かを判定する条件判定部と、前記条件判定部により、前記表示条
件情報を満たすと判定された場合、前記自動取引装置が前記特別な取引確認画面を表示す
ることを可能にする表示可情報を前記自動取引装置に送信する判定結果送信部と、を備え
たものである。
【０００７】
　また、本発明の取引確認システムは、自動取引装置と、前記自動取引装置からの指示に
応じて取引処理を行う取引処理装置と、利用者が前記自動取引装置を操作して選択した取
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引選択情報を受信し、前記取引処理装置を有する金融機関に口座を持つすべての顧客の顧
客個人情報と、前記自動取引装置に特別な取引確認画面を表示するための表示条件情報と
が記憶され、前記自動取引装置から前記顧客個人情報を一意に特定する顧客特定情報を受
信し、前記顧客特定情報により特定される前記利用者の利用者個人情報が、前記表示条件
情報を満たすか否かを判定し、判定の結果、前記表示条件情報を満たす場合に、前記自動
取引装置が前記特別な取引確認画面を表示することを可能にする表示可情報を前記自動取
引装置に送信する表示条件判定装置と、前記自動取引装置と、前記取引処理装置と、前記
表示条件判定装置とを接続する専用回線と、を備え、前記自動取引装置は、前記表示可情
報を受信し、前記特別な取引確認画面を表示するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、取引内容を外国語で表示する外国語モードによる取引きであっても、
取引内容を母国語で表示することができる。特に、高齢者による還付金詐欺被害の対策と
して有効な、表示条件判定装置および取引確認システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
（取引確認システムの構成）
　図１は、本発明の実施形態に係る取引確認システムのシステム構成の一例を示す図であ
る。
　図１に示されるように、本発明の実施形態に係る取引確認システムは、銀行の各支店（
支店＃１～＃ｎ）に設置された複数の自動取引装置１と、銀行サーバ管理施設に設置され
た銀行ホスト装置３（取引処理装置）と、表示条件判定サーバ４（表示条件判定装置）と
、により構成される。複数の自動取引装置１と、銀行ホスト装置３および表示条件判定サ
ーバ４とは、銀行の各支店と銀行サーバ管理施設との間で提供される専用回線２を介して
接続される。
【００１０】
　自動取引装置１は、顧客（利用者）が所有する、例えばキャッシュカードが挿入され、
利用者による操作により銀行ホスト装置３との間で、振込、残高照会などの各種金融取引
きを可能にするものである。自動取引装置１は、支店毎に複数のＡＴＭ（Automatic Tell
er Machine）１１，１２，・・・を含み、ＬＡＮ（Local Area Network）回線１４を介し
て通信装置１３に接続される。通信装置１３は、例えば、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission C
ontrol Protocol／Internet Protocol）によるＬＡＮ回線１４とのインタフェースであり
、専用回線２とのインタフェースでもある。
【００１１】
　銀行ホスト装置３は、支店に設置された各自動取引装置１との間で前記各種金融取引き
を行うもので、口座情報ＤＢ３０を有する。
　口座情報ＤＢ３０は、図２（ａ）にそのデータ構造の一例が示されるように、顧客（利
用者）が口座を開設したときの顧客口座情報である口座店番号３０１と、口座科目３０２
と、口座番号３０３と、他に、銀行が顧客を一意に特定する顧客特定情報であるＣＩＦ（
Customer Information File）番号３０４とをデータ項目として含む。そして、口座店番
号３０１と、口座科目３０２と、口座番号３０３とはキャッシュカードにも記録された情
報である。
【００１２】
　表示条件判定サーバ４は、直接接続される、あるいは図１に示されるように、例えば、
ＬＡＮ回線６を介して接続される管理端末５により入力される顧客の個人情報である顧客
個人情報と、顧客個人情報に基づき自動取引装置１の表示入力部１１３にて、取引確認画
面に、取引内容が外国語と母国語とで表された取引確認情報を併せて表示するための条件
である表示条件情報とを取得し、登録情報記憶部４０に記憶させる。このとき、顧客個人
情報のデータベース（顧客個人情報ＤＢ４０１）と、表示条件情報のデータベース（表示
条件情報ＤＢ４０２）とを構築して記憶する。
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【００１３】
　ここで、図２（ｂ）にそのデータ構造の一例が示されるように、顧客個人情報ＤＢ４０
１には、銀行が顧客を一意に特定する番号であるＣＩＦ番号４０１１と、顧客の氏名４０
１２、性別４０１３および生年月日４０１４とが記憶される。また、表示条件情報ＤＢ４
０２には、顧客個人情報に基づき自動取引装置１に取引確認画面を表示するための条件（
表示条件情報４０２１）が記憶される。
　また、表示条件判定サーバ４は、銀行ホスト装置３から受信した顧客特定情報（ＣＩＦ
番号）をキーにして、顧客個人情報ＤＢ４０１から顧客個人情報（ＣＩＦ番号、氏名、性
別、生年月日）を取得する。また、表示条件情報ＤＢ４０２から表示条件情報４０２１を
取得する。
　そして、表示条件判定サーバ４は、顧客個人情報が表示条件情報４０２１の表示条件を
満たすか否かを判定し、その判定結果を自動取引装置１に送信する機能を有する。
【００１４】
（自動取引装置）
　図３は、本発明の実施形態に係わる自動取引装置の内部構成を示すハードウェアブロッ
ク図であり、ここでは、図１に示す自動取引装置１のうち、ＡＴＭ１１（１１ａ，１１ｂ
，・・・）が示されている。
　図３に示されるように、ＡＴＭ１１は、制御部１１０を制御中枢とし、記憶部１１１と
、通信部１１２と、表示入力部１１３と、現金入出金部１１４と、カードリーダ部１１５
と、プリンタ部１１６と、により構成され、これらは、各部を制御するため信号やデータ
を送受信ためのラインであるシステムバス１１７を介して接続されている。
【００１５】
　表示入力部１１３は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）タッチパネルで構成
され、顧客（利用者）は、表示入力部１１３に表示される取引選択画面などの取引誘導画
面に従ってタッチパネルを操作することによって取引選択、あるいは取引情報の入力を行
う。このとき、表示入力部１１３に表示される取引誘導画面は制御部１１０により生成さ
れ、タッチパネルを操作して入力される情報は制御部１１０によって取り込まれる。
【００１６】
　現金入出金部１１４は、利用者が紙幣および硬貨を投入する入金口と、紙幣および硬貨
を出金し利用者に受け取られる出金口とを兼ねる現金入出金口を備える。
　入金時、現金入出金部１１４は、利用者が現金入出金口に投入した紙幣および硬貨を計
数して内部の金庫に収納する。そして、出金時、現金入出金部１１４は、利用者が表示入
力部１１３を介して指定した金額の紙幣および硬貨を金庫から抽出し、現金入出金口に排
出し、利用者に受け取らせる。
【００１７】
　カードリーダ部１１５は、キャッシュカード読み取り機構により構成され、利用者が挿
入したキャッシュカードの磁気ストライプや内蔵のＩＣチップに記録されたデータを読み
取る。また、取引終了時には制御部１１０により制御され、キャッシュカードを排出して
利用者に返却する機能を有する。
　プリンタ部１１６は、制御部１１０により制御され、取引内容を明細票に印字し、排出
する機能を有する。
【００１８】
　記憶部１１１には、ＡＴＭ１１が構成する各部を、制御部１１０が制御し、動作させる
ために必要なプログラムやデータが記憶されている。
　なお、制御部１１０は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）によって構成さ
れ、記憶部１１１に記憶されたプログラムを逐次読み出して実行する。
【００１９】
（表示条件判定装置）
　図４は、本発明の実施形態に係る表示条件判定装置の内部構成を示すハードウェアブロ
ック図であり、ここでは、図１に示す表示条件判定サーバ４を示す。
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　表示条件判定サーバ４は、図４に示されるように、制御部４１と、主記憶部４２と、入
出力部４３と、通信部４４と、前記顧客個人情報ＤＢ４０１と表示条件情報ＤＢ４０２と
が構築される登録情報記憶部４０と、により構成され、これらは、各部を制御するため信
号やデータを送受信ためのラインであるシステムバス４５を介して接続されている。
【００２０】
　制御部４１は、例えば、ＣＰＵによって構成され、主記憶部４２に記憶されたＯＳ（Op
erating System）やアプリケーションプログラムなどのプログラムに従って、銀行ホスト
装置３から顧客特定情報を受信して、顧客特定情報（ＣＩＦ番号）に基づいて、顧客個人
情報ＤＢ４０１から顧客個人情報（ＣＩＦ番号、氏名、性別、生年月日）を取得し、顧客
個人情報が表示条件情報の表示条件を満たすか否かを判定し、判定結果を自動取引装置１
に送信する。
【００２１】
　入出力部４３は、直結されるあるいはＬＡＮ回線６を介して接続される管理端末５との
間のインタフェースであり、管理端末５を介して登録要求があった顧客個人情報と、表示
条件情報とを管理端末５から取得し、登録情報記憶部４０（顧客個人情報ＤＢ４０１、表
示条件情報ＤＢ４０２）に記憶（登録）させる。
　なお、通信部４４は、複数の自動取引装置１および銀行ホスト装置３が接続される専用
回線２とのインタフェースである。
【００２２】
　ここで、制御部４１が実行するプログラムの構造が、図５に機能展開され示されている
。制御部４１が実行するプログラムは、端末入力情報登録手段４１１と、顧客特定情報取
得手段４１２と、表示条件判定手段４１３と、フラグ送信手段４１４と、を含む。
【００２３】
　端末入力情報登録手段４１１は、管理端末５により入力される、顧客の個人情報である
顧客個人情報と、顧客個人情報に基づき自動取引装置１の表示入力部１１３にて、取引確
認画面に、取引内容が外国語と母国語とで表された取引確認情報を併せて表示するための
条件である表示条件情報とを取得し、登録情報記憶部４０の顧客個人情報ＤＢ４０１に顧
客個人情報を記憶させ、表示条件情報ＤＢ４０２に表示条件情報を記憶させる機能を有す
る。
　顧客特定情報取得手段４１２は、銀行ホスト装置３から顧客特定情報を受信する機能を
有する。
【００２４】
　表示条件判定手段４１３は、顧客特定情報取得手段４１２から顧客特定情報を取得し、
取得した顧客特定情報に基づき顧客個人情報ＤＢ４０１にから顧客個人情報を取得し、取
得した顧客個人情報、つまり、自動取引装置１（ＡＴＭ１１）を操作する利用者の個人情
報（利用者個人情報）が、表示条件情報ＤＢ４０２に記憶された表示条件情報の表示条件
を満たすか否かを判定する機能を有する。
　フラグ送信手段４１４は、表示条件判定手段４１３による判定結果を、取引要求のあっ
た自動取引装置１に送信する機能を有し、利用者個人情報が表示条件情報の表示条件を満
たす場合、取引要求のあった取引きの取引確認画面を自動取引装置１に表示させる。なお
、ここでいう「取引確認画面」とは、外国語モード（英語モード）での取引確認画面に、
取引内容が外国語（英語）で表された取引確認情報と、取引後の預金残高および取引内容
が母国語（日本語）で表された取引確認情報とを併せて表示された画面のことをいう。画
面構成など、詳細は後記する。
【００２５】
（取引確認システムの動作）
　図６は、本発明の実施形態に係る取引確認システムの動作を示す動作シーケンス図であ
り、ここでは、自動取引装置１と、銀行ホスト装置３と、表示条件判定サーバ４との間の
データの流れが示されている。
　以下、図６のフローチャートを参照しながら、図１に示す本発明の実施形態に係る取引
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確認システムの動作について詳細に説明する。
【００２６】
　ここでは、表示条件判定サーバ４の登録情報記憶部４０には、管理端末５により入力さ
れた、顧客個人情報と、表示条件情報とが予め記憶されている（ステップＳ６０１）。
　ここでいう「顧客個人情報」は、顧客個人情報ＤＢ４０１に記憶される顧客のＣＩＦ番
号、氏名、性別、生年月日などのデータである。また、「条件」は、表示条件情報ＤＢ４
０２に記憶される、顧客個人情報に基づく条件である。例えば、顧客個人情報の生年月日
データに基づき、「振込取引を選択した顧客（利用者）の年齢が６０歳以上であること」
とする条件である。
【００２７】
　顧客（利用者）は、自動取引装置１に表示される取引選択画面に従って「外国語モード
」を選択する（ステップＳ６０２）。この操作により、自動取引装置１と銀行ホスト装置
３との間で通信が開始される。
　ここで、利用者は、母国語以外の言語が堪能ではなく、年齢が６０歳以上の高齢者であ
り、還付金詐欺を行う加害者からの携帯電話による指示に従って自動取引装置１を操作し
ていることを想定している。
　続いて、利用者は、自動取引装置１にキャッシュカードを挿入し、自動取引装置１（表
示入力部１１３）に表示されるパスワード入力画面に従ってパスワードを入力すると、自
動取引装置１はキャッシュカードに記録されたカード情報（口座店番号、口座科目、口座
番号）とパスワード情報とを銀行ホスト装置３に送信する（ステップＳ６０３）。
　そして、銀行ホスト装置３は、受信したカード情報とパスワード情報とから、パスワー
ド認証を行う（ステップＳ６０４）。そして、パスワード認証結果を自動取引装置１に送
信する（ステップＳ６０５）。
【００２８】
　利用者が自動取引装置１に表示される取引選択画面にて「振込み」を選択することによ
り、「振込み」が選択されたことを示す情報（振込選択情報）と、ステップＳ６０２の処
理で「外国語モード」が選択されたことを示す情報（外国語モード選択情報）とが自動取
引装置１から銀行ホスト装置３に送信される（ステップＳ６０６）。
　次に、銀行ホスト装置３は、受信したカード情報に基づいて、口座情報ＤＢから顧客特
定情報（ＣＩＦ番号）を取得し、顧客特定情報を表示条件判定サーバ４に送信する（ステ
ップＳ６０７）。
【００２９】
　表示条件判定サーバ４は、受信した顧客特定情報（ＣＩＦ番号）をキーにして、登録情
報記憶部４０に記憶された顧客個人情報ＤＢ４０１から顧客個人情報（ＣＩＦ番号、氏名
、性別、生年月日）を取得する。また、登録情報記憶部４０に記憶された表示条件情報Ｄ
Ｂ４０２から表示条件情報を取得する。そして、表示条件判定サーバ４は、顧客個人情報
が表示条件情報の表示条件（振込取引を選択した顧客（利用者）の年齢が６０歳以上であ
ること）を満たすか否かを判定（表示条件の判定）する（ステップＳ６０８）。条件を満
たす場合は、自動取引装置１に、取引確認画面にて取引後の預金残高を含む利用者の取引
内容を母国語で表示させるための母国語表記フラグを送信する（ステップＳ６０９）。
　なお、表示条件の判定において、利用者が振込取引を選択したか否かについては、銀行
ホスト装置３から送信されるカード情報を表示条件判定サーバ４が受信したか否かで判定
することができる。また、利用者の年齢が６０歳以上であるか否かについては、顧客個人
情報ＤＢ４０１に記憶された生年月日のデータを計算することで判定することができる。
【００３０】
　続いて、銀行ホスト装置３は、自動取引装置１から、利用者による振込先や振込金額な
どの振込情報の入力が完了したことを示す入力完了情報を受信してから（ステップＳ６１
０）、振込取引事前処理を実行する（ステップＳ６１１）。
　ここで、振込取引事前処理とは、後記する取引確認画面（外国語と母国語）に表示され
る振込先の振込先店番、振込先科目、振込先口座、振込先氏名を検出する処理と、振込み
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元の利用者の口座から振込先に入力した振込金額を振り込む場合の、振込後の利用者の口
座の預金残高を推計する処理が行われる。この預金残高を推計する処理により、推計され
た金額（預金残高）と口座から減少する金額（振込金額）とを示す預金残高情報を得るこ
とができる。
　そして、銀行ホスト装置３は、振込取引事前処理により得られた振込取引実行後の利用
者の預金残高情報を自動取引装置１に送信する（ステップＳ６１２）。
【００３１】
　自動取引装置１は、母国語表記フラグと預金残高情報とを受信し、外国語モード（英語
モード）での取引確認画面に、取引内容が外国語（英語）で表された取引確認情報と、取
引後の預金残高および取引内容が母国語（日本語）で表された取引確認情報とを併せて表
示する（ステップＳ６１３）。ここで表示される取引確認画面の画面構成の一例は、図１
０Ａ（ｄ）に取引確認画面（外国語と母国語）として例示されている。画面構成などの詳
細は後記する。
　そして、取引確認画面にて利用者により振込取引実行が選択（指示）されることで、自
動取引装置１は、銀行ホスト装置３に振込取引実行指示情報を送信する（ステップＳ６１
４）。
　振込取引実行指示情報を受信した銀行ホスト装置３は、振込取引処理を実行する（ステ
ップＳ６１５）。
【００３２】
　本発明の実施形態に係る取引確認システムによれば、自動取引装置１は、取引確認画面
にて取引後の預金残高および取引内容を顧客（利用者）の母国語で表示するため、利用者
は、振込取引が行われて口座からお金が引き落とされる前に、想定していた取引きとは異
なることに気づく、銀行員に相談するきっかけになり、高齢者による還付金詐欺被害の対
策として有効な取引確認システムを提供することができる。
【００３３】
　なお、本発明の実施形態に係る取引確認システムによれば、還付金詐欺の被害者に６０
歳以上の高齢者が多いことから、所定の年齢を６０歳とし、表示条件判定サーバ４の表示
条件情報ＤＢ４０２に記憶される表示条件情報の条件を「振込取引を選択した顧客（利用
者）の年齢が６０歳以上であること」としたが、年齢の代わりに、例えば、国籍など、顧
客個人情報ＤＢ４０１に記憶される顧客個人情報から参照されるデータ項目であれば任意
に記憶することができる。
　これにより、例えば、顧客の国籍を顧客個人情報ＤＢ４０１に記憶させることで、表示
条件情報の条件を「振込取引を選択した顧客（利用者）の国籍が“日本”であること」と
することで、母国語が日本語であるか否かを判定することができ、国籍が“日本”である
場合に、表示入力部１１３に「取引確認画面（外国語と母国語）」を表示させてもよい。
　また、顧客個人情報ＤＢ４０１に記憶された氏名からも、日本人であるか否かを判定す
ることができる。例えば、登録情報記憶部４０に一般的な日本人の苗字と名前のデータベ
ースを構築して記憶させてもよい。そして、利用者の氏名がこのデータベースに該当する
場合に、表示入力部１１３に「取引確認画面（外国語と母国語）」を表示させてもよい。
【００３４】
　また、本発明の実施形態に係る取引確認システムによれば、表示条件判定サーバ４は、
管理端末５から顧客個人情報および表示条件情報が記憶されるものとして説明したが、銀
行ホスト装置３から記憶されてもよく、また、表示条件判定サーバ４が有する少なくとも
一部、あるいはすべての機能を銀行ホスト装置３に代替させもよい。この場合、表示条件
判定サーバ４の負荷が減少し、あるいは不要になるため、廉価なシステム構成をとること
ができる。
【００３５】
（表示条件判定装置の動作）
　図７は、本発明の実施形態に係る表示条件判定装置の動作を示すフローチャートである
。以下、図７に示すフローチャートを参照しながら、図４、図５に示す表示条件判定サー
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バ４の動作について詳細に説明する。
　まず、表示条件判定サーバ４は、管理端末５から顧客個人情報および表示条件情報の登
録要求が受信したか否かを判定する（ステップＳ７０１）。
　登録要求を受信している場合（ステップＳ７０１“Ｙｅｓ”）、制御部４１（端末入力
情報登録手段４１１）は、管理端末５から送信され入出力部４３が受信した顧客個人情報
と表示条件情報とを、登録情報記憶部４０（顧客個人情報ＤＢ４０１、表示条件情報ＤＢ
４０２）に記憶する（ステップＳ７０２）。
【００３６】
　表示条件判定サーバ４は、銀行ホスト装置３から顧客特定情報を受信したか否かを判定
する（ステップＳ７０３）。
　顧客特定情報を受信している場合（ステップＳ７０３“Ｙｅｓ”）、制御部４１（顧客
特定情報取得手段４１２）は、銀行ホスト装置３から送信され通信部４４が受信した顧客
特定情報（ＣＩＦ番号）をキーにして、登録情報記憶部４０に構築される顧客個人情報Ｄ
Ｂ４０１から利用者の顧客個人情報（利用者個人情報：ＣＩＦ番号、氏名、性別、生年月
日）を取得する（ステップＳ７０４）。
　なお、ステップＳ７０１の処理において、管理端末５からの要求がない場合（ステップ
Ｓ７０１“Ｎｏ”）、あるいは、ステップＳ７０３の処理において、銀行ホスト装置３か
ら顧客特定情報が送信されない場合（ステップＳ７０３“Ｎｏ”）は、それぞれ、要求待
ち、情報待ちとなっていずれもループする。
【００３７】
　制御部４１（表示条件判定手段４１３）は、登録情報記憶部４０の表示条件情報ＤＢ４
０２から表示条件情報を取得し、利用者個人情報は、表示条件情報の表示条件を満たすか
否かを判定する（条件判定処理を実行）（ステップＳ７０５）。
　ここで、表示条件情報の表示条件とは、「振込取引を選択した顧客（利用者）の年齢が
６０歳以上であること」であるため、表示条件判定手段４１３は、利用者個人情報の生年
月日データから利用者の年齢を算出し、算出した数値（年齢）が６０以上であるか否かを
判定する。
【００３８】
　ここで、表示条件を満たす場合（ステップＳ７０５“Ｙｅｓ”）、制御部４１（フラグ
送信手段４１４）は、通信部４４を制御して、母国語表記フラグを自動取引装置１に送信
する（ステップＳ７０６）。
　そして、後記するように、自動取引装置１は、母国語表記フラグを受信したことにより
、外国語モード（英語モード）での取引確認画面に、取引内容が外国語（英語）で表され
た取引確認情報と、取引後の預金残高および取引内容が母国語（日本語）で表された取引
確認情報とを併せて表示された画面を表示する。
　ここで表示される取引確認画面の画面構成の一例は、図１０Ａ（ｄ）に取引確認画面（
外国語と母国語）として例示されている。画面構成などの詳細は後記する。
　一方、表示条件を満たさない場合は（ステップＳ７０５“Ｎｏ”）、制御部４１（フラ
グ送信手段４１４）は何も送信しないか、あるいは通信部４４を制御して、母国語表記フ
ラグＯＦＦ信号を送信する。
【００３９】
　図８に、振込取引に基づく銀行ホスト装置３の動作がフローチャートで示されている。
　そして、銀行ホスト装置３は、自動取引装置１からキャッシュカードに記録されたカー
ド情報（口座店番号、口座科目、口座番号）と、顧客（利用者）が表示入力部１１３（図
３）を介して入力したパスワード情報とを受信したか否かを判定する（ステップＳ８０１
）。
　受信している場合（ステップＳ８０１“Ｙｅｓ”）、銀行ホスト装置３はパスワード認
証を行い、認証結果を自動取引装置１に送信する（パスワード認証処理を実行）（ステッ
プＳ８０２）。ここで、認証結果がＯＫ（認証された）であったとする。
【００４０】
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　銀行ホスト装置３から認証結果（ＯＫ）を受信した自動取引装置１は、取引選択画面を
表示する。そして、利用者が取引選択画面にて振込取引が選択されると、自動取引装置１
は、振込選択情報を送信する。
　銀行ホスト装置３は、自動取引装置１から振込選択情報を受信したか否かを判定する（
ステップＳ８０３）。
　受信している場合（ステップＳ８０３“Ｙｅｓ”）、銀行ホスト装置３は、ステップＳ
８０１の処理で取得したカード情報の口座店番号と口座科目と口座番号とをキーとして、
口座情報ＤＢ３０から顧客特定情報であるＣＩＦ番号を取得する。そして、銀行ホスト装
置３は、表示条件判定サーバ４に、顧客特定情報（ＣＩＦ番号）を送信する（ステップＳ
８０４）。
【００４１】
　続いて、銀行ホスト装置３は、自動取引装置１から、利用者による振込先や振込金額な
どの振込情報の入力が完了したことを示す入力完了情報を受信したか否かを判定する（ス
テップＳ８０５）。
　受信している場合（ステップＳ８０５“Ｙｅｓ”）、銀行ホスト装置３は、振込先の検
索、入力された振込金額から振込取引実行後の預金残高の算出を行う振込取引事前処理を
実行する（ステップＳ８０６）。
　銀行ホスト装置３は、振込取引事前処理により算出された、振込取引実行後の預金残高
情報を自動取引装置１に送信する（ステップＳ８０７）。
【００４２】
　本発明の実施形態に係る表示条件判定装置によれば、表示条件判定サーバ４が登録情報
記憶部４０（表示条件情報ＤＢ４０２）に予め記憶された表示条件情報の条件に従って表
示条件の判定を行い、例えば、「振込取引を選択した顧客（利用者）の年齢が６０歳以上
であること」を条件に、自動取引装置１（表示入力部１１３）に表示された取引確認画面
にて、取引後の預金残高および取引内容が母国語（日本語）で表された取引確認情報が表
示される。そのため、利用者は、この取引きを実行すると口座からお金が引き落とされる
ことを理解し、想定していた取引きとは異なることに気づくため銀行員に相談するきっか
けになり、還付金詐欺などに対する高齢者の保護に有益な表示条件判定装置を提供するこ
とができる。
【００４３】
　なお、図５に示す制御部４１が有する機能は、すべてをソフトウェアによって実現して
もよいし、あるいはその少なくとも一部をハードウェアで実現してもよい。
　例えば、登録情報記憶部４０に予め、顧客個人情報と表示条件情報とが記憶され、銀行
ホスト装置３から顧客特定情報を受信し、先に記憶した表示条件情報の条件を満たすか否
かを判定し、判定結果を自動取引装置１に送信する制御部４１におけるデータ処理は、１
または複数のプログラムによりコンピュータ上で実現してもよく、また、その少なくとも
一部をハードウェアで実現してもよい。
【００４４】
（自動取引装置の動作）
　図９Ａおよび図９Ｂは、本発明の実施形態に係る自動取引装置の動作を示すフローチャ
ートである。また、図１０Ａおよび図１０Ｂは、本発明の実施形態に係る自動取引装置の
振込取引実行に伴う画面遷移の様子を示した図である。
　以下、図９Ａ、図９Ｂ、図１０Ａ、図１０Ｂを参照しながら、図３に示す本発明の実施
形態に係る自動取引装置の動作について詳細に説明する。
【００４５】
　まず、自動取引装置１の表示入力部１１３には、図１０Ａ（ａ）に示すように、選択可
能な取引きを示すボタンや、選択（押下）されると画面に表示される内容がすべて外国語
で表示される「外国語モード」ボタンが取引選択画面（母国語：日本語）にて日本語で表
示されている（図９ＡのステップＳ９０１）。
　ここで、顧客（利用者）により「外国語モード」ボタンが選択されたか否かを判定する
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（ステップＳ９０２）。
　「外国語モード」ボタン以外が選択されると（ステップＳ９０２“Ｎｏ”）、自動取引
装置１では、通常の日本語による取引処理が行われる。これは、本発明に係る処理とは異
なるため、本処理を終了する。
　一方、「外国語モード」ボタンが選択されると（ステップＳ９０２“Ｙｅｓ”）、図１
０Ａ（ｂ）に示すように、選択可能な取引きを示すボタンなどが取引選択画面（外国語：
英語）にて英語で表示される（ステップＳ９０３）。
【００４６】
　ここで、利用者により「Transfer」（振込）ボタンが選択されか否かを判定する（ステ
ップＳ９０４）。
　「Transfer」（振込）ボタン以外が選択されると（ステップＳ９０４“Ｎｏ”）、自動
取引装置１では、英語による振込以外の取引処理が行われる。これは、本発明に係る処理
とは異なるため、本処理を終了する。
　一方、「Transfer」（振込）ボタンが選択されると（ステップＳ９０４“Ｙｅｓ”）、
次に、利用者によりカードリーダ部１１５のカード挿入口にキャッシュカードが挿入され
たかを判定する（ステップＳ９０５）。
　キャッシュカードが挿入されていない場合（ステップＳ９０５“Ｎｏ”）、挿入される
までステップＳ９０２の処理を繰り返す。
　一方、キャッシュカードが挿入されている場合（ステップＳ９０５“Ｙｅｓ”）、キャ
ッシュカードに記憶された情報（カード情報）を取得する。
【００４７】
　次に、表示入力部１１３にパスワード入力画面を表示する（ステップＳ９０６）。利用
者は、表示入力部１１３に表示されるパスワード入力画面に従って、パスワードの入力を
入力する。そして、利用者に入力されたパスワードを、制御部１１０は通信部１１２を制
御して、銀行ホスト装置３にカード情報とパスワード情報とを送信する（ステップＳ９０
７）。これにより、銀行ホスト装置３では、カード情報とパスワード情報とに基づいて、
パスワード認証が行われる。
　銀行ホスト装置３からパスワード認証の認証結果を受信し、その認証結果がＯＫ（認証
された）であるかを判定する（ステップＳ９０８）。
　認証結果がＮＧであれば（ステップＳ９０８“ＮＧ”）、本処理を終了し、ステップＳ
９０１の処理を行わせる。
　認証結果がＯＫであれば（ステップＳ９０８“ＯＫ”）、制御部１１０は通信部１１２
を制御して、銀行ホスト装置３に外国語モード選択情報と振込選択情報とを送信する（ス
テップＳ９０９）。
　表示入力部１１３には、図１０Ａ（ｃ）に示すように、振込先の口座番号が入力される
欄などが振込先入力画面にて英語で表示される（図９ＢのステップＳ９１０）。
【００４８】
　そして、利用者は、自動取引装置１の表示入力部１１３に表示される振込先入力画面に
従って、振込処理に必要な振込先や金額情報などを入力し、「Confirm」（確認）ボタン
を選択（押下）する。
　ここで、制御部１１０は、振込処理に必要な情報が入力され、「Confirm」（確認）ボ
タンが選択されたか否かを判定する（ステップＳ９１１）。
　振込処理に必要な情報が入力され、「Confirm」（確認）ボタンが選択された場合（ス
テップＳ９１１“Ｙｅｓ”）、制御部１１０は、通信部１１２を制御して、通信装置１３
を介して、銀行ホスト装置３に入力完了情報を送信する（ステップＳ９１２）。
　銀行ホスト装置から、振込取引を実行した場合の振込元の口座の預金残高の金額情報で
ある、振込取引実行後の預金残高情報を受信する（ステップＳ９１３）。
【００４９】
　ここで、制御部１１０は、表示条件判定サーバ４から母国語表記フラグを受信したか否
かを判定する（ステップＳ９１４）。この母国語表記フラグは、ステップＳ９０９（図９
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Ａ）の処理後に、図６のステップＳ６０５～Ｓ６０８の処理により、表示条件判定サーバ
４から送付される。
　母国語表記フラグを受信している場合（フラグＯＮ）は（ステップＳ９１４“Ｙｅｓ”
）、表示入力部１１３には、図１０Ａ（ｄ）に示すように、取引確認画面（外国語と母国
語）が表示される（ステップＳ９１５）。
　なお、ここでいう「取引確認画面（外国語と母国語）」とは、外国語モード（英語モー
ド）での取引確認画面に、取引内容が外国語（英語）で表された取引確認情報と、取引後
の預金残高および取引内容が母国語（日本語）で表された取引確認情報とを併せて表示さ
れた画面のことをいう。
　一方、母国語表記フラグを受信していない場合（フラグＯＦＦ）は（ステップＳ９１４
“Ｎｏ”）、図１０Ｂ（ｅ）に示すように、取引内容が取引確認画面（外国語のみ）にて
英語で表示される（ステップＳ９１６）。なお、表示条件判定サーバ４から受信済みの母
国語表記フラグは主記憶部４２の所定の領域に記憶されているものとする。
【００５０】
　そして、表示入力部１１３に表示された取引確認画面（外国語と母国語）で振込内容を
確認した利用者により「Confirm」（確認）ボタンが選択（押下）されたかを判定する（
ステップＳ９１７）。
　利用者により「Confirm」（確認）ボタンが選択（押下）された場合（ステップＳ９１
７“Ｙｅｓ”）、制御部１１０により制御され、図１０Ｂ（ｆ）に示すように、振込確認
の情報が振込確認画面にて英語で表示される（ステップＳ９１８）。
　一方、利用者により「Discount」（中止）ボタンが選択（押下）されると（ステップＳ
９１７“Ｎｏ”）、制御部１１０により制御され、図１０Ｂ（ｇ）に示すように、振込中
止の情報が振込中止画面にて英語で表示される（ステップＳ９１９）。
【００５１】
　本発明の実施形態に係る自動取引装置によれば、自動取引装置１は、銀行ホスト装置３
に外国語モード選択情報と取引種別選択情報（振込選択情報）とを送信後に、表示条件判
定サーバ４と通信を行い、表示条件判定サーバ４から、表示条件判定サーバ４に予め記憶
された顧客個人情報に基づく取引確認画面表示の条件判定結果（母国語表記フラグ）を受
信する通信部１１２と、外国語で表示される取引誘導画面に従い入力された操作情報を取
得する表示入力部１１３と、取引種別に基づく操作情報を取得してから、通信部１１２で
受信した判定結果に基づき取引後の預金残高を含む顧客（利用者）の取引内容を母国語で
表示する取引確認画面を表示入力部１１３に表示する制御部１１０と、を少なくとも備え
ることにより、利用者は、自身の口座からお金が引き落とされ振込が開始される前に想定
していた取引きとは異なることに気づくため銀行員に相談するきっかけになり、高齢者に
よる還付金詐欺被害の対策として有効な自動取引装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施形態に係る取引確認システムのシステム構成の一例を示す図である
。
【図２】本発明の実施形態に係る取引確認システムで使用される（ａ）口座情報ＤＢと（
ｂ）顧客個人情報ＤＢと表示条件情報ＤＢのデータ構造の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係る自動取引装置の内部構成の一例を示すハードウェアブロ
ック図である。
【図４】本発明の実施形態に係る表示条件判定装置の内部構成の一例を示すハードウェア
ブロック図である。
【図５】本発明の実施形態に係る表示条件判定装置が実行するプログラムの構造を機能展
開して示したブロック図である。
【図６】本発明の実施形態に係る取引確認システムの動作を示す動作シーケンス図である
。
【図７】本発明の実施形態に係る表示条件判定装置の動作を示すフローチャートである。
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【図８】本発明の実施形態に係る取引確認システムの銀行ホスト装置の動作を示すフロー
チャートである。
【図９Ａ】本実施形態に係る自動取引装置の動作を示すフローチャートである。
【図９Ｂ】本実施形態に係る自動取引装置の動作を示すフローチャートである。
【図１０Ａ】本発明の実施形態に係る自動取引装置に表示される画面遷移を示す図である
。
【図１０Ｂ】本発明の実施形態に係る自動取引装置に表示される画面遷移を示す図である
。
【符号の説明】
【００５３】
　１　　　自動取引装置
　２　　　専用回線
　３　　　銀行ホスト装置（取引処理装置）
　４　　　表示条件判定サーバ（表示条件判定装置）
　５　　　管理端末
　６，１４　ＬＡＮ回線
　１１，１２　ＡＴＭ
　１３　　通信装置
　３０　　口座情報ＤＢ
　４０　　登録情報記憶部
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